
※制度の詳細は
　裏面をご覧ください

神奈川県弁護士会総合法律相談センター
お問い合わせ先 045-211-7700

相談所でのご相談

弁護士紹介制度

電話でのご相談

派遣・出張相談など

高齢者の法律問題は

弁護士会へ
神奈川県弁護士会総合法律相談センターでは、ご高齢の方や障がいをお持ちの方で
も適切な法的サービスをご利用いただけるよう、相談所でのご相談の他、様々な制度
をご用意しております。相談所における相談と合わせて、お気軽にご利用ください。

・ホームロイヤー
・任意後見・財産管理
・遺言執行者
・エンディングサポート
   （終活支援）
・家族信託

・遺言相続お悩みダイヤル
・交通事故コンシェルジュ
・債務整理ダイヤル

・派遣法律相談
・出張相談会
・出張セミナー

・家庭の法律相談
・相続相談
・高齢者の暮らしに　
    関する法律相談
・総合法律相談

無料

まずは、
お電話ください！



相談所でのご相談
家庭の法律相談
離婚、相続、成年後見など、家庭における法律問
題に特化した相談です。離婚・相続事件を複数件
取り扱っている弁護士や、離婚・相続の研修を受
講した弁護士が相談に応じます。

相続相談
遺言状の書き方、相続人同士のトラブル等。相続
全般の相談です。

高齢者の暮らしに関する法律相談
ご高齢の方、高齢者がいるご家族の方を対象に、成年後見制度、
任意後見契約、財産管理契約、その他高齢者の暮らしに関する
相談をお受けします。

総合法律相談
夫婦・親子間のトラブル、相続問題、遺言書の作成、家賃の不払
い、土地建物の売買賃貸、給料の未払い、刑事事件、行政問題な
ど、日常のトラブルによる悩み事に関する法律相談です。

派遣・出張相談など
派遣法律相談
高齢や障がいをお持ちの方等、神奈川県弁護士
会の法律相談所にお越しいただくことが難しい
ご相談者のもとに弁護士を派遣します。ご入居
中の施設やご自宅等で法律相談を受けることが
できます。

出張相談会
市民の皆様が抱える問題・悩みの解決をお手伝いするため、弁
護士が自治会、商店街、図書館、病院・介護施設等に出張して無
料の法律相談会を開催します。

出張セミナー
弁護士が皆様の希望される場所に伺い、相続、離婚、交通事故、
借金、近隣紛争等、一般的な法律問題をテーマにセミナーを行
います。法律相談にも対応致します。

電話でのご相談
遺言相続お悩みダイヤル
神奈川県在住・在勤の方を対象に、遺言や相続に
関する各種お悩みの電話相談に応じます。電話
相談後、相談を担当した弁護士に依頼する
ことも、続けて相談（有料）することも可能です。

交通事故コンシェルジュ
「交通事故コンシェルジュ」とは、交通事故に関し、どのような法律
相談や手続を選択したらよいのか分からず困っている方に対し、適
切な法律相談や法的手続を案内する20分以内の無料電話相談です。

債務整理ダイヤル
弁護士による高齢の方や相談所が遠方の方への債務整理に関す
る20分無料電話相談です。電話相談後、相談を担当した弁護士に
依頼することも、続けて相談（有料）することも可能です。

弁護士紹介制度
ホームロイヤー
事業を営んでいない個人の方を対象に、神奈川
県弁護士会総合法律相談センターが「顧問弁護
士」の候補者をご紹介します。

任意後見・財産管理
ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、予
め信頼できる人に将来の財産の管理や身の回り
の事務を頼んでおける契約です。

遺言執行者
「遺言執行者」とは、亡くなった人の最終意思である遺言の内容
に従って各種の相続手続を行う者のことです。

エンディングサポート  （終活支援）
社会的な関心が高まっている「終活」とは、自分らしい人生の最期
を迎える準備をするための活動です。

家族信託
信頼できる家族に財産の管理処分を任せる制度です。

無料


